






　1月30日全国町村会館で開催され全国38都府県77
名出席のもと、大阪から在宅保健師の会員及び保健
事業担当職員の2名が出席しました。
　開会にあたり主催者の国民健康保険中央会の柴田
雅人理事長から挨拶があり、様々な在宅保健師等の
会活動に中央会としても全面的に応援していくと大変心
強いメッセージをいただきました。
　また国民健康保険中央会の常務理事飯山幸雄氏か

　平成27年7月3日、大阪市東成区で開催された「ひがしなり
健康夏得フェスタ」にて、健康劇「いきいき生きる人と人との
つながり・支えあい～みんなで一緒に笑いヨガ～」を公演しま
した。劇中の笑いヨガはたくさんの観客にご参加いただき、会
場全体が一体となり大盛況で幕を閉じることができました。
　健康劇に参加したい・興味がある方は、事務局までお問合
せください。

平成26年度 都道府県在宅保健師等全国連絡会

健康劇団「なにわびょうたん」が行く！

  講演　

「認知症の人の支援：地域の役割」
講師：社会福祉法人 浴風会 認知症介護研究・研修東京センター
　　　センター長 本間　明

　講演会は介護保険法第１条の尊厳の保持について、
認知症の人の尊厳を考えて仕事をしているか？具体的
にどういうことをすれば尊厳を守れるかなどが深く心に
残り、今後仕事をする上で大変考えさせられる内容で
した。

  事例発表

事例1

秋田県男鹿市における
「地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業」に
男鹿市保健師と共に取り組んで
発表者：秋田県在宅保健師等ゆずり葉の会 会長 佐藤  潤子
事例2

「在宅保健師等による支援事業
～重複・頻回受診者への訪問指導～」
発表者：埼玉県在宅保健活動者の会「青空会」会長 川口  明子

埼玉県国保連合会 保健師 加藤  一二三

　事例１では、在宅保健師等ゆずり葉の会が事業をと
おして、男鹿市保健師の支援を行うことで、その成果
として現場の保健師が住民主体の活動の醍醐味を理
解し互いにやりがいのある事業となった旨の報告があり
ました。
　事例２は、単に医療費適正化が目的でなく家庭訪問
を行い患者や家族の悩みを解消するため傾聴の心、
対象者に合った情報の提供と共感を持って寄り添える
在宅保健師の果たす役割は大きかったという報告が印
象的でした。今年度から本会もこの事業を推進するた
め、大変参考になるとともにモチベーションアップにつな
がりました。

  グループ討議

「在宅保健師等会の活動状況など」について

　グループに分かれて在宅保健師等会の活動状況な
ど、情報交換を行いました。情報交換する中で本会は
非常に恵まれた環境で活動が行えている状況がわかり
ました。これも先輩方の活動の賜物と感謝いたします。

（峯森　好美）

平成26年度 都道府県在宅保健師等全国連絡会
ら社会保障制度に関する国の動きについて5点の説明
がありました。1点目社会保障制度改革の必要性、2
点目社会保障制度改革推進法に基づく改革の流れ、
3点目国民健康保険制度改革について、4点目地域包
括ケアシステムの構築について、5点目介護保険制度
改正についてです。
　さらに以下のとおり、講演及び事例発表とグループ
討議が行われました。
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このコーナーへの寄稿をお願いしております。
興味のある方は、ぜひ事務局まで

お問い合わせください。

今、私が担当する専攻科
　専攻科は１年コースで修了すれば保健師の国家試験受
験資格を得られる。４年制大学で看護師、保健師を同時
に教育するのと違い、１年間、ゆっくりじっくりと保健師教育
が出来る。定員は40名で内部進学は数名、ほとんど北海
道から沖縄に至る外部の看護学校出身者である。社会人
も受け入れているので年代や経験は様々で、40～50歳代
は勿論、時には60歳も保健師になりたいと入ってくる。他
の大学を卒業して就職したのち、看護の道に入って来た学
生も多い。臨床経験が20年に及ぶ頼もしい学生もいる。
学生達は、この仲間の多様性をいつまでも大事にしている。
 
置いてきぼりにしてはいけない母のこころ
　先日、Ｋ式発達検査の初級講習会を受け、無事に修了し
た。卒業生からＫ式を教えて欲しかったと言われたからで
ある。現場で保健師が担当する場合があるそうだ。絵カー
ドと積み木だけでは駄目なのかと挑戦魂に火が点き、久し
ぶりに辛い講習を受けた。見事に構成された構造的質問に
より“おまけ”なしで判断され、きちっと発達指数が出る。
　さて、ここで昭和50年代を思い起こした。障がいの早期
発見、早期訓練を掲げ、保健師はアンケートを作成し、約
束クリニックを立ち上げ、ボイター法を学んだ。健診の問診
での観察、訪問での観察、保健師はどんどん約束クリニッ
クに親子を案内した。今思うと、母親の気持ちはどうだった
のか…。忘れられていたのではないか。母親にすれば“な
んでうちの子が呼ばれるの？”“私の育て方が悪いの？”と、
不安でいっぱいだったろうと思う。母のこころを置いてきぼり
にしてはいけない。Ｋ式でも同じことが言える。厳しい発達
指数を目の前にして保健師の資質が問われる。心に沿った
説明、生活に沿った保健指導が必要である。頭が良いだ
けの保健師でなく相手の目を真正面から捉え、心に届く保
健指導が出来る保健師であって欲しいと願う。
 
昔と今の学生
　昔の学生は本とノートを手にして通学をしていた。辞書を
めくる速さはかなりのもので、授業でも実習でも貪欲であっ

た。今の学生はスマートフォンが欠かせない。パソコン力も
秀でておりなんでもネットで調べられるので、先行研究や厚
労省のデータ、各自治体の年報を調べるのは便利である。
文献を手にして歩く学生は少ないが、何故こんな結果にな
っているのか、どんな過程でこの答が導かれたのかという
エビデンスについては、文献を読んで確認してほしい。
 
学生に伝えたいこと
　学生時代にしか出来ないこと̶議論を重ねること。間違
っていてもいいので、自分の考えを口に出すこと。そうする
ことで自分の考えの整理が出来る。また、保健師はその姿
を住民の方々から常に見られているので、自己の生き方を
生活習慣も含め見直すことも大事である。たとえその出会
いが数秒であっても見られている自覚を持ち、時折、自分
の生き方を探求して欲しい。
　体験を増やすことも必要だ。“私は子育てしてないから
母子は苦手！”と言う学生もいるが、実際に経験をしないと
何に対しても保健指導が出来ないのだろうか？それなら子育
てしているママに、近所のおばさんに、遠くのおばあちゃん
に実際の体験の話を聞きに行き、積み重ねていけば良い。
　いろいろな学会に足を運んで学ぶことからも思わぬ収穫
があり、これらが体験になる。災害で避難中、授乳はどう
したのか。障がいを抱えた人は避難したのか。避難を拒否
した人々の事情。“出向いて自分で確認しようよ。”出て来
られない人の多くが支援、制度が必要な人だ。待っていな
いで出向けばいい。それが大きな体験だと私は学生に伝え
たい。
 
保健師さんへ
　昨今、保健師さんは多忙を極めています。目まぐるしい日々
の中で学生を見かけたら、どうか一言、声をかけてやって下
さい。その一言で学生は元気になります。明日に繋がります。

第5回
保健師教育について思うこと
太田 小百合さん

活躍されている先
輩保健師の紹介コ

ーナーです。

在宅保健師の様々
な場での活動を知

っていただいて、

世代を超えて健康
課題に取り組む保

健師の実践活動を
共有し、

公衆衛生看護の発
展に寄与していき

たいと考えていま
す。

今回は、平成19年
から大学で教鞭を

執られている

太田小百合さんに
ご寄稿いただきま

した。
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